
 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案

要綱 
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
制
度
の
改
正

通
常
の
労
働
者
等
へ
の
転
換

（一）
イ

そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
の
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を
実
施
し
た
事
業
主
に
対
し
、
四
十
五
万
円
（
中

小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
六
十
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
の
無
期
契
約
労
働
者
へ
の
転
換
を
実
施
し
た
事
業
主
に
対
し
、
二
十
二
万
五
千

円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
三
十
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ

そ
の
雇
用
す
る
無
期
契
約
労
働
者
の
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を
実
施
し
た
事
業
主
に
対
し
、
二
十
二
万
五
千
円

（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
三
十
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務
限
定
正
社
員
又
は
短
時
間
正
社
員
へ
の
転
換
等

（二）
イ

そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者
の
勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務
限
定
正
社
員
又
は
短
時
間
正
社
員
へ
の
転
換
を

実
施
し
た
事
業
主
に
対
し
、
三
十
万
円
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
な
い
事
業
主
の
場
合
は
四
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十
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

そ
の
雇
用
す
る
無
期
契
約
労
働
者
の
勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務
限
定
正
社
員
又
は
短
時
間
正
社
員
へ
の
転
換
を

実
施
し
た
事
業
主
に
対
し
、
七
万
五
千
円
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
な
い
事
業
主
の
場
合
は

十
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ

そ
の
雇
用
す
る
勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務
限
定
正
社
員
又
は
短
時
間
正
社
員
の
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を
実

施
し
た
事
業
主
に
対
し
、
十
五
万
円
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
な
い
事
業
主
の
場
合
は
二
十

万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ニ

労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
す
る
有
期
契
約
労

働
者
等
の
勤
務
地
限
定
正
社
員
若
し
く
は
職
務
限
定
正
社
員
へ
の
転
換
又
は
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派

遣
労
働
者
の
勤
務
地
限
定
正
社
員
若
し
く
は
職
務
限
定
正
社
員
と
し
て
の
雇
入
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
制
度
を
整
備

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
転
換
又
は
雇
入
れ
を
実
施
し
た
事
業
主
に
対
す
る
助
成
を
加
算
措
置
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該

加
算
額
を
こ
れ
ら
の
転
換
又
は
雇
入
れ
が
実
施
さ
れ
た
一
事
業
所
当
た
り
七
万
五
千
円
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の

数
が
三
百
人
を
超
え
な
い
事
業
主
の
場
合
は
十
万
円
）
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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ホ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
転
換
に
よ
り
転
換
し
た
者
が
母
子
家
庭
の
母
等
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
に
該
当
す
る

場
合
又
は
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
青
少
年
雇
用
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
認

定
を
受
け
た
事
業
主
が
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
転
換
に
よ
り
転
換
し
た
者
が
三
十
五
歳
未
満
の
者
に
該
当
す
る
場

合
の
加
算
額
を
五
万
円
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

人
材
育
成

（三）

有
期
実
習
型
訓
練
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主
が
、
当
該
訓
練
を
修
了
し
た
労
働
者
に
つ
い
て
、
通
常
の
労
働
者
、
無
期

契
約
労
働
者
若
し
く
は
勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務
限
定
正
社
員
若
し
く
は
短
時
間
正
社
員
へ
の
転
換
を
実
施
し
た
場

合
又
は
有
期
実
習
型
訓
練
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主
が
、
当
該
訓
練
を
修
了
し
た
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
通
常
の
労
働

者
、
無
期
契
約
労
働
者
若
し
く
は
勤
務
地
限
定
正
社
員
、
職
務
限
定
正
社
員
若
し
く
は
短
時
間
正
社
員
と
し
て
の
雇
入

れ
を
実
施
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
訓
練
の
運
営
に
要
し
た
経
費
等
に
対
す
る
助
成
額
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
実
施
時
間
数
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
と
お
り
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

百
時
間
未
満

十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
十
五
万
円
）

(ⅰ)

百
時
間
以
上
二
百
時
間
未
満

二
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
三
十
万
円
）

(ⅱ)
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二
百
時
間
以
上

三
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
五
十
万
円
）

(ⅲ)

二

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

三
年
以
内
既
卒
者
等
採
用
定
着
奨
励
金
を
創
設
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
三
十
日
以
前
の
日
に
お
け
る
雇
入
れ
（
当
該

雇
入
れ
に
係
る
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
が
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
、

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
、

に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（一）

（二）

（三）

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

（一）
イ

学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公
共
職
業
安
定
所
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業
者
へ
の
求
人
の
申

込
み
又
は
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
（
通
常

の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
学
校
等
（
幼
稚
園
及
び
小
学
校
を
除
く
。
）

を
卒
業
し
、
若
し
く
は
退
学
し
た
者
（
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を

含
む
。
以
下
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
を
退
学
し
た
者
を
除
く
。
）
又
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
七

第
一
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
施
設
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
を
修

了
し
、
若
し
く
は
当
該
施
設
を
退
校
し
た
者
（
以
下
「
第
一
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
応
募
で
き
る
求
人
の
申
込
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み
又
は
労
働
者
の
募
集
を
新
た
に
行
っ
た
場
合
（
第
一
号
対
象
者
が
卒
業
若
し
く
は
退
学
又
は
修
了
若
し
く
は
退
校

の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
少
な
く
と
も
三
年
間
応
募
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
。

ロ

イ
の
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
に
応
募
し
た
第
一
号
対
象
者
で
あ
っ
て
、
イ
の
卒
業
若
し
く
は
退
学
又

は
修
了
若
し
く
は
退
校
後
に
お
い
て
、
同
一
の
事
業
主
の
適
用
事
業
に
引
き
続
い
て
十
二
箇
月
間
以
上
通
常
の
労
働

者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
を
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

（二）
イ

高
等
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
公
共
職
業
安
定
所
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業
者
へ
の
求
人

の
申
込
み
又
は
高
等
学
校
卒
業
見
込
者
等
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
労
働
者
の
募
集
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ

と
（
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
を
退
学
し
た
者
（
以
下

「
第
二
号
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
応
募
で
き
る
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
を
新
た
に
行
っ
た
場
合
（
第

二
号
対
象
者
が
退
学
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
少
な
く
と
も
三
年
間
応
募
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
に
限

る
。
）
。

ロ

イ
の
求
人
の
申
込
み
又
は
労
働
者
の
募
集
に
応
募
し
た
第
二
号
対
象
者
で
あ
っ
て
、
イ
の
退
学
後
に
お
い
て
、
同
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一
の
事
業
主
の
適
用
事
業
に
引
き
続
い
て
十
二
箇
月
間
以
上
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の

を
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
（
青
少
年
雇
用
促
進
法
第
十
二
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
の
場
合
は
、
次
の
イ

（三）
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
の
支
給
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
十
万
円
加

算
）

イ

最
初
の

ロ
の
雇
入
れ
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
三
十

（一）

五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
五
十
万
円
）
、
二
十
四
箇
月
及
び
三
十
六
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
、
中
小

企
業
事
業
主
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
十
万
円

ロ

二
回
目
の

ロ
の
雇
入
れ
を
行
っ
た
場
合
、
中
小
企
業
事
業
主
に
限
り
、
当
該
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
二

（一）

箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
十
五
万
円
、
二
十
四
箇
月
及
び
三
十
六
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
十
万
円

ハ

最
初
の

ロ
の
雇
入
れ
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
四
十

（二）

万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
六
十
万
円
）
、
二
十
四
箇
月
及
び
三
十
六
箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
、
中
小
企

業
事
業
主
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
十
万
円
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ニ

二
回
目
の

ロ
の
雇
入
れ
を
行
っ
た
場
合
、
中
小
企
業
事
業
主
に
限
り
、
当
該
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
二

（二）

箇
月
が
経
過
し
た
と
き
は
二
十
五
万
円
、
二
十
四
箇
月
及
び
三
十
六
箇
が
経
過
し
た
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
十
万
円

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


